
議案第２８号 

    

   山陽小野田市手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

 山陽小野田市手数料徴収条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  平成３１年２月２０日提出 

 

山陽小野田市長 藤 田 剛 二 

 

   山陽小野田市手数料徴収条例の一部を改正する条例 

山陽小野田市手数料徴収条例（平成１７年山陽小野田市条例第９０号）の一

部を次のように改正する。 

 別表第１５中「４８，０００円」を「４９，０００円」に、「１１４，０００

円」を「１１６，０００円」に、「１８３，０００円」を「１８６，０００円」

に、「第６条１項各号」を「第６条第１項各号」に、「４２，０００円」を「

４３，０００円」に、「１０２，０００円」を「１０３，０００円」に、「

１６１，０００円」を「１６４，０００円」に、「３３，０００円」を「

３４，０００円」に、「５７，０００円」を「５９，０００円」に、「

９２，０００円」を「９５，０００円」に、「１件につき ７３，０００円」

を「１件につき ７４，０００円」に、「１００平方メートル以下のもの

７３，０００円」を「１００平方メートル以下のもの ７４，０００円」に、

「１７１，０００円」を「１７４，０００円」に、「２７３，０００円」を「

２７７，０００円」に、「１５３，０００円」を「１５５，０００円」に、「

２４１，０００円」を「２４５，０００円」に改める。 

 別表第１９中「１６，０４０円」を「１６，０６０円」に、「２２，０４０円」

を「２２，０６０円」に、「７，４２０円」を「７，４３０円」に、「７，６３０

円」を「７，６４０円」に改める。 

附 則 

この条例は、平成３１年１０月１日から施行する。 
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議案第２８号参考資料 

山陽小野田市手数料徴収条例新旧対照表 

改正後 改正前 

別表第１５（第２条関係） 別表第１５（第２条関係） 

長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律

第８７号。以下この表において「法」という。）に関する

事務 

長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律

第８７号。以下この表において「法」という。）に関する

事務 

 名称 事務 金額 

１ 長期優良

住宅建築

等計画認

定申請手

数料（新

築住宅） 

法第５条の規定に

基づく長期優良住

宅建築等計画の認

定（新築住宅） 

ア 一戸建ての建築物（専

ら人の居住の用に供する

ものに限る。以下この項

において同じ。） 

１件につき  

４９，０００円 

イ 一戸建ての建築物以外

の建築物 

１件につき 

床面積の合計 

１００平方メートル以

下のもの      

４９，０００円 

１００平方メートルを

超え５００平方メート

 名称 事務 金額 

１ 長期優良

住宅建築

等計画認

定申請手

数料（新

築住宅） 

法第５条の規定に

基づく長期優良住

宅建築等計画の認

定（新築住宅） 

ア 一戸建ての建築物（専

ら人の居住の用に供する

ものに限る。以下この項

において同じ。） 

１件につき   

４８，０００円 

イ 一戸建ての建築物以外

の建築物 

１件につき 

床面積の合計 

１００平方メートル以

下のもの      

４８，０００円 

１００平方メートルを

超え５００平方メート
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ル以下のもの    

１１６，０００円 

５００平方メートルを

超えるもの     

１８６，０００円 

備考 

１ 住宅の品質確保の促進等に関する法律

（平成１１年法律第８１号）第５条第１項

の登録住宅性能評価機関の登録を受けてい

るもの（以下この表において「登録住宅性

能評価機関」という。）が作成した当該申

請に係る長期優良住宅建築等計画が法第６

条第１項各号（第３号を除く。）に掲げる

基準に適合していることを証する書類（以

下この表において「適合証」という。）の

添付がある場合の手数料の金額は、一戸建

ての建築物にあっては４３，０００円を、

一戸建ての建築物以外の建築物にあっては

次の各号に掲げる床面積の合計の区分に応

じ、当該各号に定める額を、それぞれ前記

の手数料の金額から減じた金額とする。 

(1) １００平方メートル以下のもの   

４３，０００円 

(2) １００平方メートルを超え５００平方

メートル以下のもの １０３，０００円 

ル以下のもの    

１１４，０００円 

５００平方メートルを

超えるもの     

１８３，０００円 

備考 

１ 住宅の品質確保の促進等に関する法律

（平成１１年法律第８１号）第５条第１項

の登録住宅性能評価機関の登録を受けてい

るもの（以下この表において「登録住宅性

能評価機関」という。）が作成した当該申

請に係る長期優良住宅建築等計画が法第６

条１項各号（第３号を除く。）に掲げる基

準に適合していることを証する書類（以下

この表において「適合証」という。）の添

付がある場合の手数料の金額は、一戸建て

の建築物にあっては４２，０００円を、一

戸建ての建築物以外の建築物にあっては次

の各号に掲げる床面積の合計の区分に応

じ、当該各号に定める額を、それぞれ前記

の手数料の金額から減じた金額とする。 

(1) １００平方メートル以下のもの   

４２，０００円 

(2) １００平方メートルを超え５００平方

メートル以下のもの １０２，０００円 
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(3) ５００平方メートルを超えるもの  

１６４，０００円 

２ 登録住宅性能評価機関が作成した当該申

請に係る長期優良住宅建築等計画が評価方

法基準（平成１３年国土交通省告示第

１３４７号）第５に示される１―１耐震等

級（構造躯
く

体の倒壊等防止）の等級２以上

（ただし、限界耐力計算による場合を除

く。）、３―１劣化対策等級（構造躯体等）

の等級３、４―１維持管理対策等級（専用

配管）の等級３、５―１断熱等性能等級の

等級４を、一戸建ての建築物以外の建築物

にあっては、併せて、４―２維持管理対策

等級（共用配管）の等級３、４―３更新対

策（共用排水管）の等級３、４―４更新対

策（住戸専用部）に定められた躯体天井高

２，６５０ミリメートル以上、９―２高齢

者等配慮対策等級（共用部分）の等級３以

上の性能を有することを証する書類の添付

がある場合の手数料の金額は、一戸建ての

建築物にあっては３４，０００円を、一戸

建ての建築物以外の建築物にあっては次の

各号に掲げる床面積の合計の区分に応じ、

当該各号に定める額を、それぞれ前記の手

数料の金額から減じた金額とする。 

(3) ５００平方メートルを超えるもの  

１６１，０００円 

２ 登録住宅性能評価機関が作成した当該申

請に係る長期優良住宅建築等計画が評価方

法基準（平成１３年国土交通省告示第

１３４７号）第５に示される１―１耐震等

級（構造躯
く

体の倒壊等防止）の等級２以上

（ただし、限界耐力計算による場合を除

く。）、３―１劣化対策等級（構造躯体等）

の等級３、４―１維持管理対策等級（専用

配管）の等級３、５―１断熱等性能等級の

等級４を、一戸建ての建築物以外の建築物

にあっては、併せて、４―２維持管理対策

等級（共用配管）の等級３、４―３更新対

策（共用排水管）の等級３、４―４更新対

策（住戸専用部）に定められた躯体天井高

２，６５０ミリメートル以上、９―２高齢

者等配慮対策等級（共用部分）の等級３以

上の性能を有することを証する書類の添付

がある場合の手数料の金額は、一戸建ての

建築物にあっては３３，０００円を、一戸

建ての建築物以外の建築物にあっては次の

各号に掲げる床面積の合計の区分に応じ、

当該各号に定める額を、それぞれ前記の手

数料の金額から減じた金額とする。 
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(1) １００平方メートル以下のもの   

３４，０００円 

(2) １００平方メートルを超え５００平方

メートル以下のもの ５９，０００円 

(3) ５００平方メートルを超えるもの  

９５，０００円 

３・４ （略） 

２ （略） （略） 

３ 長期優良

住宅建築

等計画認

定申請手

数料（既

存住宅） 

法第５条の規定に

基づく長期優良住

宅建築等計画の認

定（既存住宅） 

ア 一戸建ての建築物（専

ら人の居住の用に供する

ものに限る。以下この項

において同じ。） 

１件につき 

７４，０００円 

イ 一戸建ての建築物以外

の建築物 

１件につき 

床面積の合計 

１００平方メートル以

下のもの      

７４，０００円 

１００平方メートルを

超え５００平方メート

ル以下のもの    

１７４，０００円 

(1) １００平方メートル以下のもの   

３３，０００円 

(2) １００平方メートルを超え５００平方

メートル以下のもの ５７，０００円 

(3) ５００平方メートルを超えるもの  

９２，０００円 

３・４ （略） 

２ （略） （略） 

３ 長期優良

住宅建築

等計画認

定申請手

数料（既

存住宅） 

法第５条の規定に

基づく長期優良住

宅建築等計画の認

定（既存住宅） 

ア 一戸建ての建築物（専

ら人の居住の用に供する

ものに限る。以下この項

において同じ。） 

１件につき  

７３，０００円 

イ 一戸建ての建築物以外

の建築物 

１件につき 

床面積の合計 

１００平方メートル以

下のもの      

７３，０００円 

１００平方メートルを

超え５００平方メート

ル以下のもの    

１７１，０００円 
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５００平方メートルを

超えるもの     

２７７，０００円 

備考 

１ 「登録住宅性能評価機関」が作成した当

該申請に係る「適合証」の添付がある場合

の手数料の金額は、一戸建ての建築物にあ

っては６４，０００円を、一戸建ての建築

物以外の建築物にあっては次の各号に掲げ

る床面積の合計の区分に応じ、当該各号に

定める額を、それぞれ前記の手数料の金額

から減じた金額とする。 

(1) １００平方メートル以下のもの   

６４，０００円 

(2) １００平方メートルを超え５００平方

メートル以下のもの １５５，０００円 

(3) ５００平方メートルを超えるもの  

２４５，０００円 

２・３ （略） 

４ （略） （略） 
 

５００平方メートルを

超えるもの     

２７３，０００円 

備考 

１ 「登録住宅性能評価機関」が作成した当

該申請に係る「適合証」の添付がある場合

の手数料の金額は、一戸建ての建築物にあ

っては６４，０００円を、一戸建ての建築

物以外の建築物にあっては次の各号に掲げ

る床面積の合計の区分に応じ、当該各号に

定める額を、それぞれ前記の手数料の金額

から減じた金額とする。 

(1) １００平方メートル以下のもの   

６４，０００円 

(2) １００平方メートルを超え５００平方

メートル以下のもの １５３，０００円 

(3) ５００平方メートルを超えるもの  

２４１，０００円 

２・３ （略） 

４ （略） （略） 
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別表第１９（第２条関係） 

  その他の事務 

別表第１９（第２条関係） 

  その他の事務 

 名称 事務 金額 

(略) （略） （略） （略） 

１３ 理容所検

査手数料 

理容師法（昭和２２

年法律第２３４号）

第１１条の２の規定

に基づく検査 

１件につき  

１６，０６０円 

１４ 美容所検

査手数料 

美容師法（昭和３２

年法律第１６３号）

第１２条の規定に基

づく検査 

１件につき  

１６，０６０円 

１５ 興行場営

業許可申

請手数料 

興行場法（昭和２３

年法律第１３７号）

第２条第１項の規定

に基づく興行場の営

業の許可 

１件につき  

２２，０６０円

（仮設の興行場

の営業に係るも

のにあっては、

７，３１０円） 

１６ 旅館業許

可申請等

手数料 

旅館業法（昭和２３

年法律第１３８号）

第３条第１項の規定

に基づく旅館業の営

業の許可 

１件につき  

２２，０６０円

（旅館業法施行

令（昭和３２年政

令第１５２号）第

２条に規定する

施設に係るもの

 名称 事務 金額 

(略) （略） （略） （略） 

１３ 理容所検

査手数料 

理容師法（昭和２２

年法律第２３４号）

第１１条の２の規定

に基づく検査 

１件につき  

１６，０４０円 

１４ 美容所検

査手数料 

美容師法（昭和３２

年法律第１６３号）

第１２条の規定に基

づく検査 

１件につき  

１６，０４０円 

１５ 興行場営

業許可申

請手数料 

興行場法（昭和２３

年法律第１３７号）

第２条第１項の規定

に基づく興行場の営

業の許可 

１件につき  

２２，０４０円

（仮設の興行場

の営業に係るも

のにあっては、

７，３１０円） 

１６ 旅館業許

可申請等

手数料 

旅館業法（昭和２３

年法律第１３８号）

第３条第１項の規定

に基づく旅館業の営

業の許可 

１件につき  

２２，０４０円

（旅館業法施行

令（昭和３２年政

令第１５２号）第

２条に規定する

施設に係るもの
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にあっては、 

７，３１０円） 

旅館業法第３条の２

又は第３条の３の規

定に基づく旅館業の

地位の承継の承認 

１件につき  

７，４３０円 

１７ 公衆浴場

営業許可

申請手数

料 

公衆浴場法（昭和

２３年法律第１３９

号）第２条第１項の

規定に基づく公衆浴

場の営業の許可 

１件につき  

２２，０６０円 

１８ クリーニ

ング所検

査手数料 

クリーニング業法

（昭和２５年法律第

２０７号）第５条の

２の規定に基づく検

査 

１件につき  

１６，０６０円 

１９ 化製場設

置等許可

申請手数

料 

化製場等に関する法

律（昭和２３年法律

第１４０号）第９条

第１項の規定による

動物の飼養又は収容

の許可 

１件につき（１個

の施設又は同一

の構内にある数

個の施設に関し

同時に数件の申

請が行われる場

合にあっては、当

該数件の申請に

つき）７，６４０

にあっては、 

７，３１０円） 

旅館業法第３条の２

又は第３条の３の規

定に基づく旅館業の

地位の承継の承認 

１件につき  

７，４２０円 

１７ 公衆浴場

営業許可

申請手数

料 

公衆浴場法（昭和

２３年法律第１３９

号）第２条第１項の

規定に基づく公衆浴

場の営業の許可 

１件につき  

２２，０４０円 

１８ クリーニ

ング所検

査手数料 

クリーニング業法

（昭和２５年法律第

２０７号）第５条の

２の規定に基づく検

査 

１件につき  

１６，０４０円 

１９ 化製場設

置等許可

申請手数

料 

化製場等に関する法

律（昭和２３年法律

第１４０号）第９条

第１項の規定による

動物の飼養又は収容

の許可 

１件につき（１個

の施設又は同一

の構内にある数

個の施設に関し

同時に数件の申

請が行われる場

合にあっては、当

該数件の申請に

つき）７，６３０
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円 

(略) （略） （略） （略） 

 備考 （略） 

 

円 

(略) （略） （略） （略） 

 備考 （略） 

 


